
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答期限 令和５年 月 日 

 

１．貴施設について伺います。 

（１） 施設の種別について教えてください。 

1. ホテル  2. 旅館  3. 簡易宿泊所（ゲストハウス含む） 4. その他 

 

（２）部屋数について教えてください。 

              部屋 

（３）施設における下表の宿泊料金区分に該当する部屋の有無についてお答えください。 

また、可能な範囲で宿泊料金区分ごとの延べ宿泊者数について教えてください。 

※宿泊料金につきましては、年間若しくは月平均など把握できる範囲でお答えいただきま

すと幸いです。 

 

宿泊料金 

（１人１泊あたり） 

左記料金に該当する 

部屋の有無（○又は×） 

延べ宿泊者数 

（R4 年度） 

7,000 円未満  人 

7,000 円～10,000 円未満  人 

10,000 円以上 15,000 円未満  人 

15,000 円以上 20,000 円未満  人 

20,000 円以上  人 

阿智村では、現在、宿泊税の導入について検討を行っています。 

 宿泊税は、村内に宿泊する方に対して税（1 人 1 泊 200～500 円程度）を課し、その税を財源

として本村の観光振興に役立てるものです。 

このアンケート調査結果は、阿智村における宿泊税導入に関する検討にのみ使用し、他の目的

には使用いたしません。また、集計資料等公表することがございますが、個々の回答者が判別で

きるような表現はいたしません。 

阿智村における宿泊税導入の検討に関するアンケート 

資料 3 

宿泊施設用 



２．阿智村の南信州エリアにおける位置づけについて伺います。 

（１）阿智村の南信州エリアにおける位置づけについてどう思いますか。。 

  1. この地域最大の宿泊群である 

  2. この地域の宿泊施設の一部である 

  3. わからない 

 

３．宿泊税を導入した場合の影響について伺います。 

（１）宿泊税を導入した場合、宿泊者数などに影響があると思いますか。 

  1. ほとんど影響はない 

  2. 税を財源として観光施策の充実が図られれば影響はない 

  3. 影響がある 

  4. わからない／何ともいえない 

 

  ※「3.影響がある」と答えた方はその理由を教えてください。 

 

 

 

 

４．宿泊税の本村の独自課税の導入について伺います。 

 

 

 

 

 

（１）阿智村が宿泊税を導入することについてどう思いますか。 

１．阿智村で課税し、阿智村の観光振興施策に活用した方がよい 

２．長野県が検討中の新たな観光振興財源により、広域的な観点からの観光施策がよい 

３．わからない／何ともいえない 

 

 ※「2. 長野県が検討中の新たな観光振興財源により、広域的な観点からの観光施策が 

よい」と答えた方はその理由を教えてください。 

 

 

 

現在、長野県も新たな観光振興財源の検討を開始しています。 

（宿泊税とは限りません） 



５．宿泊税の税額について 

（１）他自治体の宿泊税においては、下表のとおり宿泊料金により税率（税額）が異なる仕組みと

なっています。このことについて、ご意見をお聞かせください。 

 

 福岡市 長崎市 京都市 

税率 

（税額） 

１人 1 泊について、 

宿泊料金が 

①２万円未満  200 円 

②２万円以上  500 円 

１人 1 泊について、 

宿泊料金が 

①１万円未満  100 円 

②１万円以上 

２万円未満  200 円 

③２万円以上  500 円 

１人 1 泊について、 

宿泊料金が 

①２万円未満   200 円 

②２万円以上 

５万円未満  500 円 

③５万円以上 1,000 円 

      

     １．宿泊料金により区分を設けない方がよい 

     ２．宿泊料金により区分があっても差し支えない 

     ３．わからない／何ともいえない 

     ※上記を選択した理由を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．宿泊税の課税免除について 

（１）他自治体の宿泊税においては、下表のとおり宿泊料金により段階により課税免除とする場

合があります。このことについて、ご意見をお聞かせください。 

 

 東京都 大阪府 

京都市・金沢市 

倶知安町・福岡県・福岡

市・北九州市・長崎市 

税率 

（税額） 

１人 1 泊について、 

宿泊料金が 

①1 万円未満  非課税 

②1 万円以上 

1 万 5 千円未満 100 円 

③1 万 5 千円以上 200 円 

１人 1 泊について、 

宿泊料金が 

①7 千円未満  非課税 

②7 千円以上 

1 万 5 千円未満 100 円 

③1 万 5 千円以上 

2 万円未満  200 円 

④2 万円以上    300 円 

課税免除額（免税点） 

なし 

      

     １．宿泊料金により課税免除を設けた方がよい 

     ２．宿泊料金により課税免除を設けない方がよい 

     ３．わからない／何ともいえない 

     ※上記を選択した理由を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）他自治体の宿泊税においては、下表のとおり修学旅行などに参加する学生・引率者を課税免

除とする場合があります。このことについて、ご意見をお聞かせください。 

 

 京都市 倶知安町 長崎市 

東京都・大阪府 

・福岡県・金沢

市・福岡市・北

九州市 

課税免除

の対象 

①修学旅行など

学校行事に参加

する学生・引率者 

①修学旅行など

学校行事に参加

する学生・引率者 

②職場体験を行

う学生 

①修学旅行など

学校行事に参加

する学生・引率者 

②部活動などの

生徒・引率者 

課税免除なし 

      

     １．修学旅行等の課税免除を設けた方がよい 

     ２．修学旅行等の課税免除を設けない方がよい 

     ３．わからない／何ともいえない 

     ※上記を選択した理由を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．宿泊税の使い道について伺います。 

（１）宿泊税の使い道として望ましいと思うものを教えてください。 

（番号を〇で囲んでください。いくつも選んでも構いません。） 

      1. 「日本一の星空」「日本一の花桃」等の充実 

   2. 景観や道路など観光地の整備 

      3. 宿泊助成の拡充（割引クーポンなど） 

      4. 宿泊施設、観光事業者へのインバウンド対応等支援（バリアフリー化、トイレ洋式化、キ

ャッシュレス対応、Wi-Fi 環境整備等への補助） 

      5. 観光 PR や観光案内所の機能強化 

      6. 街中や観光地での多言語案内の整備 

      7. 観光地等の公衆トイレの整備（様式化やバリアフリー化） 

      8. 村内外への観光客の回遊性向上のための取組み 

      9. リニア中央新幹線利用者の利便性（アクセス性）等の向上 

     10. 二次交通対策 

11．MICE 施設の充実、大規模 MICE の誘致 

     12. その他（                             ） 

 

＊MICE とは Meeting（企業等の会議）、Incentive travel（企業等の行う報奨、研修旅行）、

Convention（国際機関・団体・学会等が行う国際会議）、Exhibition/Event（展示会・見本市・

イベント）の頭文字のことで、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントの総称です。 

 

８．回答いただいた方について教えてください。 

  回答いただきました内容について、疑義等がございましたら問い合わせさせていただくことが

ございます。 

 お手数ですが、貴施設名、ご担当者名、連絡先電話番号を教えてください。 

  

貴施設名（＊）  

ご担当者名  

連絡先（電話番号）  

      ＊民泊事業者の方は代表者名もご記入ください。 

 

【アンケート実施機関】 

 阿智村役場商工観光課 担当：河合・塩澤 電話：0265-43-2220 


